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第１章 政務活動費の概要 

１ 政務活動費 

普通地方公共団体は、条例で定めるところにより、議員の調査研究その他の

活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費をその議会における会

派又は議員に交付することができる（地方自治法） 

これを受け、高槻市では、市議会議員の職務が住民意思を代表し、政策を形

成することであることに鑑み、議員の政策形成能力及び高槻市議会の審議機能

を高めるための調査研究に関する活動に必要な経費として、政務活動費を議員

に対して交付している（高槻市議会政務活動費の交付に関する条例） 

 

２ 根拠法令 

（１）地方自治法（第１００条第１４項～第１６項） 

（２）高槻市議会政務活動費の交付に関する条例 

（３）高槻市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 

（４）高槻市議会政務活動費の交付に関する事務処理要領 

（５）政務活動費に係る情報の公表に関する取扱要領 

（６）高槻市議会政務活動費運営協議会設置要領 

 

３ 交付対象 

   議員個人に交付する。 

 

４ 交付額 

   議員１人につき月額７０，０００円とする。 

 

５ 交付の方法 

   会計年度の四半期毎に交付し、交付時期は当該四半期が属する最初の月

（４月、７月、１０月、１月）とする。ただし、改選期はこの限りではな

い。 

 

６ 会派共用費 

   会派に所属する議員は、交付を受けた政務活動費の全部又は一部を当該

会派が行う政務活動に必要な経費として、使用することができる。 
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関係書類 備考

1 交付申請 議員（議長経由）⇒市長 政務活動費交付申請書

2 交付決定 市長　⇒　議員 政務活動費交付決定書

3
※会派共用費徴収の
届出

会派　⇒　議長　⇒市長
　　　　　　　　（写し）

会派共用費届出書
会派共用費公表書
会派共用費変更届出書
会派解散届出書

※会派共用費を使用する
会派のみの事務
※市長へは写しを送付

4 交付請求 議員　⇒　市長 政務活動費交付請求書

5 交付 市長　⇒　議員

6 ※会派共用費の徴収 議員　⇒　会派 会派共用費領収書
※会派共用費を使用する
会派のみの事務

7
政務活動の実施
政務活動費の支出

議員

8 議長調査
議員　⇒　議長
※修正がある場合は、議長か
ら議員へ修正要求をする

会計帳簿・政務活動費(会
派共用費)支出書・領収書
又は政務活動費(会派共用
費)支払証明書・政務活動
実施報告書・出張実施簿・
交通手段等利用明細書

支出に伴い作成した政務
活動費支出書等の文書を
議長が４半期毎に調査及
び議員への修正要求
（７・１０・１・４
月）。４月は１年分を調
査。

9
収支報告書の議長へ
の提出

議員　⇒　議長
政務活動費収支報告書
会派共用費収支報告書

10
収支報告書（写し）
を市長へ提出

議長　⇒　市長

政務活動費収支報告書（写
し）
会派共用費収支報告書（写
し）

事務内容

４・７・１０・１月
（年４回）

※改選がある年度の場合は、議員の構成が変わることもあるため、改選時期で一度収支報告を行っている。

７ 交付の申請から収支報告までの事務手続きの流れ 



3 
 

①市長が提案する議案等のそれぞれの事件や事案に関
する調査や研究

②常任委員会や特別委員会の付託案件に関する調査や
研究

③常任委員会の所管事務の聴取や調査にかかわる調査
や研究

④市民等からの請願に関する調査や研究

⑤一般行政事務に関する調査や研究

⑥上記①から⑤に伴う現地調査や実態調査

⑦市政に関する資料の収集やその整理と分析

⑧他市事例等の調査や本市における実態調査、市民の
意向調査や（具体的なあるいは個別的な施策に関す
る）意見の聴取、意見交換、及びそれらを踏まえた内
容の比較と検討

⑨先進都市等の取り組みに関する行政視察とその研究
検討

⑩議案等団体意思の決定にかかわる施策を提案するた
めの調査、その企画や立案

⑪意見書等機関意思の決定にかかわる施策を提案する
ための調査、その企画や立案

イ　市民、各種団体関係者等
（以下「市民等」という。）
からの要望及び意見の聴取並
びに情報収集並びに市民等と
の意見交換のための活動（条
例第５条第１項第２号）

市民等の市政に関する相談や要望・陳情等への対応、
あるいは（一般的な施策に関する）市民や各種団体関
係者等の意見聴取や意見交換

ウ　議会活動等に関し市民に
対して行う広報活動（条例第
５条第１項第３号）

議会活動報告集会等の開催や議会活動広報紙の発行と
配布

エ　前３号に掲げるもののほ
か、議長が必要と認める活動
（条例第５条第１項第４号）

研究会や研修会などの開催、あるいは他の団体等が開
催する研究会や研修会などへの参加等、上記の各号に
は入らない活動で議長が政務のため必要と認める活動

政
務
活
動
と
な
る
も
の

ア　議会審議に係る案件及び
市政の課題に関する調査研究
及び情報収集のための活動
（条例第５条第１項第１号）

８ 政務活動の範囲 
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①本会議における議案等の審議及び代表質問や一般質
問など

②法定の委員会における付託案件等の審査及び所管事
務の聴取・調査など

③法定の委員会の現地視察や行政視察など

④全員協議会や代表者会議や議会だより編集委員会な
どへの出席など

①市等の主催する行事への出席

②市等の要請に基づく説明会や懇談会等への出席

③監査委員、農業委員会委員、一部事務組合議会の議
員、市等の附属機関等の委員などとして必要な会議へ
の出席

④会派内の打ち合わせなど会派の運営等に関する会議
への出席

①所属する政党や政治団体に関する活動
政党や政治団体の組織の維持や運営又は選挙や政治課
題等への取り組みに関する諸活動

②議員個人の後援会や選挙に関する活動
後援会の広報紙の発行と配布、後援会主催の議会報告
会・その他の行事等への参加など

③議員個人の交際に関する活動
慶弔・見舞い等への出金、冠婚葬祭への出席、各種団
体の年会費・賛助金等の負担、祝賀会等への出席、檀
家総代会等宗教活動への参加など

④家庭生活や趣味等の個人に関する活動
家庭人としての日常生活や趣味等の個人に関する諸活
動

　

政
務
活
動
と
は
な
ら
な
い
も
の

ア　議会活動
議会の本会議や委員会などに
おける議員や会派の活動など
は、法律等に基づくもので狭
義の議員活動であり、これら
の前後に行われることが多い
政務活動とは区別され、政務
活動とはならないものであ
る。ただし、この狭義の議員
活動は、あくまで法律等で規
定されているもので、右のよ
うなものがそれに当たる。

イ　議員としての一般的活動

ウ　政治活動や個人的な活動
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９ 政務活動費に係る情報の閲覧・高槻市議会ホームページへの掲載 

政務活動費に係る情報の公表に関する取扱い要領に基づき、政務活動費収

支報告書及び領収書等の証拠書類の写し（情報公開条例に基づき非開示とさ

れる箇所は除く）を９月頃に高槻市議会ホームページにおいて公表する。 

また、高槻市議会事務局において、これらの書類を閲覧することができる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


